


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『『ととくくととくくププラランン』』金金利利引引下下げげのの適適用用条条件件  
  

住住宅宅ロローーンンををごご契契約約さされれたたＪＪＡＡでで次次ののおお取取引引等等ががああるる場場合合、、最最大大１１．．２２％％のの金金利利をを引引下下げげまますす。。  

金金利利引引下下げげ適適用用項項目目  対対象象  引引下下げげ幅幅  

①①  住住宅宅ロローーンンおお借借入入れれ期期間間中中にに延延滞滞ののなないい方方  

ごご本本人人  

①①～～⑩⑩  

各各００．．２２％％  

②②  次次ののいいずずれれかかにに該該当当さされれるる方方  

  

エエココ対対応応  

ササポポーートト  

・・オオーールル電電化化住住宅宅  

・・ガガスス省省エエネネ住住宅宅（（エエココウウィィルル））  

・・太太陽陽光光発発電電住住宅宅  

少少子子・・高高齢齢化化  

ササポポーートト  
・・おお子子様様３３名名以以上上のの方方（（扶扶養養者者））  

・・２２世世帯帯同同居居のの方方  

③③  給給与与振振込込・・農農産産物物代代金金振振込込・・年年金金振振込込ごご指指定定のの方方（（いいずずれれかか一一つつ））  

ごご本本人人  

をを含含むむ  

世世  帯帯  

④④  公公共共料料金金（（電電気気・・電電話話・・水水道道・・ガガスス・・NNHHKK））のの口口座座振振替替（（３３種種類類以以上上））  

⑤⑤  ＪＪＡＡカカーードドごご利利用用のの方方  

⑥⑥  無無担担保保ロローーンンごご利利用用のの方方（（ＪＪＡＡママイイカカーーロローーンン、、ＪＪＡＡ教教育育ロローーンン等等））  

⑦⑦  ＪＪＡＡカカーードドロローーンンごご利利用用のの方方  

⑧⑧  定定期期貯貯金金（（110000 万万円円以以上上））ごご契契約約のの方方  

⑨⑨  定定期期積積金金（（契契約約額額 110000 万万円円以以上上））ごご契契約約のの方方  

⑩⑩  ＪＪＡＡ長長期期共共済済（（１１件件以以上上））ままたたははＪＪＡＡ短短期期共共済済（（２２件件以以上上））ごご契契約約のの方方  

上上記記以以外外ににもも、、金金利利引引下下げげ適適用用項項目目ををごご用用意意ししてておおりりまますす。。  

詳詳ししくくははＪＪＡＡののロローーンン相相談談窓窓口口ままででおお問問合合わわせせ下下ささいい。。  
※※  上上記記のの項項目目はは、、固固定定金金利利のの再再選選択択時時のの都都度度確確認認ささせせてていいたただだきき、、かかつつ固固定定金金利利をを再再選選択択さされれるる場場合合ののみみ、、該該当当項項目目のの金金利利をを引引下下げげまますす。。  

※※  固固定定金金利利をを再再選選択択さされれなないい場場合合（（変変動動金金利利型型にに切切りり替替ええ））はは、、上上記記にに該該当当すするる場場合合ででああっっててもも引引下下げげのの対対象象外外ととささせせてていいたただだききまますす。。  

※※  住住宅宅ロローーンンををごご契契約約さされれたたＪＪＡＡ以以外外ののＪＪＡＡででののおお取取引引（（貯貯金金、、共共済済等等））はは引引下下げげのの対対象象外外ととななりりまますす。。 

≪≪商商品品概概要要≫≫  

 
住宅の新築・購入（土地のみの購入も含む）・建て替え・増

改築・リフォーム・中古住宅の購入・他金融機関住宅ロー

ンの借換え 

 
 
愛媛県農業信用基金協会の保証をご利用いただきま

す。 

 

 一括前払い・分割後払いのいずれかを選択することが

できます（保証料年０．２％～年０．４％）。 

※お借入額 1,000 万円あたりの一括前払い保証料金

額（概算金額） 

≪保証料年 0.2％、元利均等返済≫ 

 

 
 

 

３年以上３５年以内（１ヶ月単位） 

※他金融機関からの借換えの場合は、現在お借入れ中の住

宅ローンの残存期間内とします。 

 

 

１０万円以上５，０００万円以内（所要金額の範囲内）。 

※商品によって、自己資金が２０％以上必要となる場合が

あります。 

  

固定金利を選択された期間中（３年・５年・１０年）のお

借入利率は変動しません。 

◇お申し出により固定金利特約期間終了時に、再度、その

時点の当ＪＡ所定の固定金利の特約を設定することがで

きます。お申し出がない場合には「変動金利型（年２回

金利見直し）」に切り替えとなります。 

なお、変動金利の期間中は金利引下げの適用はいたしま

せん。 

◇お選びいただける固定金利の期間は、お借入残存期間に

よって制限される場合があります。 

 ＪＡ所定の手数料が必要となります。 

詳しくはローン相談窓口までお問合わせください。 

   

苦情処理措置 

 本商品にかかる相談・苦情（以下「苦情等」という。）

につきましては、当ＪＡ本支店または金融部（電

話：0896－24－3737）にお申し出ください。当Ｊ

Ａでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整

備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を

図ります。 

 また、愛媛県農業協同組合中央会が設置・運営する

愛媛県ＪＡバンク相談所（電話：089－948－5656） 

 でも、苦情等を受け付けております。 

紛争解決措置 

 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場

合は、次の機関を利用できます。上記当ＪＡ金融部ま

たは愛媛県ＪＡバンク相談所にお申し出ください。愛

媛弁護士会（電話：089－941－6279） 

  

元利均等返済または元金均等返済のいずれかを選択するこ

とができます。毎月返済方式またはボーナス併用方式のい

ずれかを選択することができます（ボーナス併用方式の場

合、ボーナス時返済はお借入額の５０％以内）。 

  

お借入対象物件に原則として第１順位の抵当権を 設定

していただきます（建物を建築される場合については、土

地も担保として差し入れしていただきます）。 

担保物件については、火災共済(保険）に加入していただき、

共済（保険）金請求権に質権を設定させていただくことが

ございます（なお、一定条件を満たした場合、省略可）。 

  

◇お申込みに際しては、ＪＡおよびＪＡが指定する保

証機関において所定の審査をさせていただきます。

審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合も

ございますので、あらかじめご了承ください。 

◇お借入利率やご返済の試算については、ローン相談

窓口までお問合わせください。 

 

お使いみち 

お借入期間 

ご返済方法 

お借入利率 

お 借 入 額 

保証料 

保 証 

担 保 

手数料 

その他 

お借入期間 10 年 20 年 30 年 35 年 

保証料（千円） 88 151 193 207 

 

ＪＡ／ＪＡ愛媛信連 

苦情処理

措置およ

び紛争解

決措置の

内容 


